議事録：令和７年度第１回鳥取県森林審議会森林保全部会について

【実施日】
　令和７年８月７日（木）１４時から１５時まで

【開催場所】
鳥取県庁　第二庁舎４階　第２９会議室

【参加者】
　森林保全部会委員　尾﨑委員、高倉委員、田原委員、田村委員、（橋本委員は欠席）
　　　　　　　　　　※所属等は別添の出席者名簿参照
　森林・林業振興局森林づくり推進課　小林課長、熊澤課長補佐、湯谷係長、古久保技師
　西部総合事務所日野振興センター農林業振興課　保木本課長補佐、徳山主事

【議事録】※質疑応答部分のみ（抜粋）
〇日野町高尾地内の林地開発（５ha以上の増）について
田原委員：当該開発行為の防災対策として、法面に種子吹付をして緑化することで水の流出も抑えるということだと思いますが、緑化完了前に大雨が降っても安全なのでしょうか。
保木本課長補佐：当該洪水調節池の安全性の計算ですが、草地より危険側である裸地の流出係数を使って計算したうえで、適切に調節できることを確認しています。
田村委員：３点質問します。
　　　　　①仮設及び本設の調節池のオリフィスの構造について詳しく図面を見せてください。
　　　　　②洪水調節池の底の深さが右側と左側で2ｍくらい違うので、砂の溜まりやすさが異なると思いますが、浚渫の方法について教えてください。
　　　　　③板井原川に繋がる暗渠排水の断面が450mmで一番狭いということですが、30年確率降雨で板井原川も洪水となっているときに、洪水調整池からの水が排水できるのか。縦断勾配があれば排水できると思うが、そのあたりのチェックについて説明いただきたい。
保木本課長補佐：先に③について、板井原川に繋がる暗渠排水の縦断勾配は5％あり、吐き口も板井原川の計画高水位より高い位置にあります。
保木本課長補佐：（図面を示して説明）①について、仮設のオリフィスは150mm×150mmですが、完成後は400mm×400mmになります。完成形のときには、もう1度作り直して、オリフィスの口を拡張します。
保木本課長補佐：②洪水調整池について、計算上は調節池全体の浚渫を行う計画です。
田村委員：開発地の現状がどうなっているか図面では分かりづらかった。奥の方まで掘り込んでいないのでしょうか。
保木本課長補佐：今回区域拡大する箇所は手を付けていません。
（現在の掘削状況を現況写真で説明）
田村委員：10ｍのステップがあるということは100ｍの高さがあるのでしょうか。
保木本課長補佐：あります。
田村委員：説明の中で盛土について言及があったが、当該地は盛土があるのでしょうか。
保木本課長補佐：平地部分は盛土であり、盛土の一番上部は造成森林、斜面部は種子吹付します。縦排水などの排水施設も設置されます。
尾﨑部会長：資料６の３.（２）災害の防止の15ページの図が現状と考えて良いか？
保木本課長補佐：ほぼ現状と考えていただいて良いです。
尾﨑部会長：資料５の図面のように開発するのだと思うが、今回新たに掘削するのは赤色の部分で尾根の向こうまで切って、尾根の向こう側の森林を残すということですね。
保木本課長補佐：その通りです。
尾﨑部会長：審査基準の１から５について、それぞれの基準を満たすことを審査され、他法令についてもほぼ手続きが完了しているのを確認されている状況であるということでありますね。
尾﨑部会長：他に意見が無ければこの件について決を取ります。
保全部会としては特段の意見はなしということでよろしいでしょうか。
→　全会一致で、保全部会として意見なしということで結審

